
１、2024年12月31日有効期限の指定証をお持ちの施設

《①指定施設》2024年度申請後
従来の指定期間 2025年1月1日～2027年12月31日
変更後の指定期間 2025年1月1日～2026年12月31日

《②関連施設》2024年度申請後
従来の指定期間 2025年1月1日～2025年12月31日
変更後の指定期間 2025年1月1日～2026年12月31日

２、2025年12月31日有効期限の指定証をお持ちの指定施設

現在の指定期間 2023年1月1日～2025年12月31日
変更後の指定期間 2023年1月1日～2026年12月31日

外科専門医制度修練施設（＝指定施設），および関連施設の指定について
【通常の指定期間】指定施設：3年間、関連施設：1年間

⇒双方について、2026年12月31日を以て旧制度が終了するため、指定期間を統一いたします

⇒通常1年の指定期間を
2年間に延長いたします

⇒通常3年の指定期間を
2年間に短縮いたします

⇒2025年度の申請の受付は行わず
現行の指定期間を1年間延長いたします
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